
 
 

危機を乗り越えるために 

校長  中島 敏也 

 いつどんなとき接したのか定かではないのですが、私の心に深く刻まれている言葉があります。

それは、 

「奪い合うと足りなくなる。分け合うと足りる。譲り合うと余る。」 

という言葉です。 

確かな記憶がありません。相田みつをさんの言葉とも、マザーテレサさんの言葉とも言われてい

るようですが、出典はよくわかりません。 

 新型コロナウイルスの感染拡大が日々報じられています。そのため感染対策として有効とされて

いるマスクがドラッグストアやスーパーでは手に入りにくい状況になっています。さらには、トイ

レットペーパーやティッシュペーパー、キッチンペーパーさえも品薄になっているようです。通常

より買い求める客が大幅に増えたことが原因のようです。 

 １９７０年代のオイルショック時のトイレットペーパーや、２０１１年の東日本大震災の時のガ

ソリンのことが思い起こされます。どちらも「なくなるかも知れない」という根拠の定かではない不

安にかりたてられて、消費者がスーパーやガソリンスタンドに押し寄せたために品薄になりました。

通常であれば難なく手に入る品物が手に入りにくくなり、その様子がさらに人々を不安にしたこと

による混乱だったようです。実際はトイレットペーパーもガソリンも当時の通常の消費量を供給で

きる生産量は十分にあったようです。それにもかかわらず、多くの人々が必要以上に買い求めよう

としたために品薄になり、品薄になったことが人々の不安をかりたててさらに品薄になるという悪

循環が引き起こしたパニックでした。 

 人は社会的な動物であり、集団の中で生きています。そして、他の動物にはない知恵を備えていま

す。人は社会性と知恵で現在の繁栄を築いてきました。 

今、日本は、新型コロナウイルスの感染拡大という重大な危機に直面しています。いまこそ人が本

来もっている知恵と社会性を駆使し、この危機を乗り越えていくために、一人一人が「何ができる

か」「何をするべきか」さらには「何をしないべきか」を考え、実行する時なのだと思います。 

学校が休校となったことにより、保護者の皆様には、多くのご負担をおかけすることになります

が、どうかご協力いただきますようお願いいたします。学校といたしましても「できること」を模索

するとともに「児童のために何をするべきなのか」を考え、実行してまいりたいと考えております。 

  

 

 

 

 

 狭山台小だより 
令和２年３月２日（月） 

第 １１ 号 

狭山市立狭山台小学校 

℡０４－２９５８－６７９２ 

【休校中のご家庭での配慮事項についてのお願い】 

(１)児童に不要不急の外出をさせず、できるだけ家で過ごすようご指導ください。 

(２)健康状態に問題がない場合は、できるだけ日常の日課（授業時間や休み時間）に準じて規則正し

く生活するようご指導ください。 

(３)発熱や咳が続くなど、健康状況に変化があった際には、学校にご連絡ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 主 な 行 事 等 

3/2～ 月 臨時休校 3月 26(木)まで 

3 火 
中学校制服受け渡し(６年生保護者) 

16:15～体育館 

24 火 
特別日課３ ※１～５年臨時休業日 
卒業証書授与式 
下校 12:10頃～ 

25 水 
通知票配布(１～５年生保護者) 

8:30～16:30各教室 

26 木 
通知票配布(１～５年生保護者) 

8:30～16:30各教室 

27 金 
通知票配布(１～５年生保護者) 

8:30～16:30各教室 

３月２７日～４月７日  春休み 

4/6 月 新６年生準備登校 

8 水 始業式 入学式 下校 11:50 

9 木 特別日課３.５ 一斉下校 12:05頃～ 

10 金 
特別日課５給食開始(1年は 17日開始) 
発育測定(1.2年) 
下校：1年 11:45 、2～6年 14:05 

年度当初の授業参観・懇談会・PTA総会の予定 

 １年（懇談のみ）、２年 ４月１７日（金） 

 ３、４年       ４月１５日（水） 

 ５、６年、けやき   ４月１４日（火） 

離任式・ＰＴＡ総会  ５月 ８日（金） 

狭山市小中学生いじめ防止サミット(2/8) 

 市役所内の市議会議場で行われました。
狭山市内全公立小中学校の児童生徒の代表
が集まり、「さやまっ子の誓い」について継
続採択を決議しました。その後、各校の実践
発表や自由討論が行われ、いじめ撲滅に向
けての決意を、市内公立全小中学校で確認
し合いました。 
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３月と４月当初の主な行事予定 

転居・転校が、わかったらすぐ学校に連絡を!! 

年度替わりで急に転勤が決まることもあるかと
思います。転校することになりましたらすぐに学校
に連絡してください。 

【児童のお預かりについて】※既に配付した文書やメールの内容も併せてご確認ください。 

１．対象児童：原則１．２年（やむを得ない事情がある場合のみ） 

２．日  時：土日祝日と３月２４日（火）を除いた、平日の８時３０分から１５時まで。 

３．受付方法：児童と一緒に職員室前の受付にお越しいただき、受付名簿に必要事項（年組、氏名、 

朝の体温、緊急時の連絡先電話番号、お迎え予定時刻等）を保護者が記入してください。 

４．引き取り：事務室に学年組と児童氏名をお伝えください。（学童保育室をご利用の方でそのまま 

学童にお預けになる場合は職員が学童まで引率します。） 

５．持ち物：弁当、水筒、その他個人で使うもの（本、粘土、自由帳、縄跳び、学習用具等） 

※お預かりしている時間中は、職員が見守りますが、「集団感染の予防」のため、集団での活動 

は行いません。基本的に個人で過ごします。 


